
四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

 令和元年７月４日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第２４号 

   四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める

条例の一部を改正する条例 

 四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例  

（平成２９年四日市市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（利用者負担額） （利用者負担額） 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２

８条第２項各号、第２９条第３項第２

号、第３０条第２項各号並びに法附則第

９条第１項第１号イ、同項第２号イ（１）

及びロ（１）、同項第３号イ（１）及び

ロ（１）に規定する教育・保育給付認定

保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して市が定める額（以下

「利用者負担額」という。）は、別表の

とおりとする。 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２

８条第２項各号、第２９条第３項第２

号、第３０条第２項各号並びに法附則第

９条第１項第１号イ、同項第２号イ（１）

及びロ（１）、同項第３号イ（１）及び

ロ（１）に規定する支給認定保護者の属

する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市が定める額（以下「利用者負

担額」という。）は、別表のとおりとす

る。 

 

改正後 

別表（第３条関係） 

１ 法第１９条第１項第１号に該当するもの ０円 

２ 法第１９条第１項第２号又は第３号に該当するもの  

納入義務者の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）単位：円 

上段の金額：保育標準時間認定 

下段（ ）内の金額：保育短時間認定 

階層 定義 年齢区分 



区分 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

第１ 生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及

び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律による支援給付受

給世帯 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第２ 市町村民税非課税世帯 ０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第３ 市町村民税所得割非課税世

帯（均等割額のみ） 

１１，０００ 

（８，５０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第４ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円未満 

１２，２００ 

（９，７０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第５ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円以上

５８，８００円未満 

１５，６００ 

（１３，１０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第６ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額５８，８００円以上

９７，０００円未満 

２６，４００ 

（２３，９０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第７ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額９７，０００円以上

１３３，０００円未満 

３５，９００ 

（３３，４０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第８ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１３３，０００円以

上１６９，０００円未満 

４１，９００ 

（３９，４０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第９ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１６９，０００円以

４７，６００ 

（４５，１０

０ 

（０） 

０ 

（０） 



上２３５，０００円未満 ０） 

第１

０ 

市町村民税所得割課税世帯 

課税額２３５，０００円以

上３０１，０００円未満 

５２，０００ 

（４９，５０

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第１

１ 

市町村民税所得割課税世帯 

課税額３０１，０００円以

上 

５８，５００ 

（５６，００

０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

３ （略） 

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第３条関係） 

１ 法第１９条第１項第１号に該当するもの 

納入義務者の属する世帯の階層区分 利用者負担額 

（月額）単位：円 

階層

区

分 

定義 年齢区分 

満３歳・

３歳児 

４歳以上

児 

第１ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律による支援給付受給世

帯 

０ ０ 

第２ 市町村民税所得割非課税世帯 ４００ ０ 

第３ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円未満 

３，９０

０ 

２，７０

０ 

第４ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円以上６２，８５１円未満  

６，５０

０ 

４，８０

０ 

第５ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額６２，８５１円以上７７，１０１円未満  

１０，１

００ 

７，２０

０ 

第６ 市町村民税所得割課税世帯 １３，４ ９，９０



課税額７７，１０１円以上１１０，６３１円未満  ００ ０ 

第７ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１１０，６３１円以上１４４，１５１円未

満 

１５，７

００ 

１１，６

００ 

第８ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１４４，１５１円以上１７７，６８１円未

満 

１６，８

００ 

１２，８

００ 

第９ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１７７，６８１円以上２１１，２０１円未

満 

１７，９

００ 

１４，０

００ 

第１

０ 

市町村民税所得割課税世帯 

課税額２１１，２０１円以上 

２３，１

００ 

１８，２

００ 

２ 法第１９条第１項第２号又は第３号に該当するもの  

納入義務者の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）単位：円 

上段の金額：保育標準時間認定 

下段（ ）内の金額：保育短時間認定 

階層

区

分 

定義 年齢区分 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

第１ 生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む。）

及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律によ

る支援給付受給世帯 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

第２ 市町村民税非課税世帯 ６，７００ 

（５，６０

０） 

４，９００ 

（３，８０

０） 

４，２００ 

（３，１０

０） 

第３ 市町村民税所得割非課税世 １１，０００ ７，９００ ７，３００ 



帯（均等割額のみ） （８，５０

０） 

（５，４０

０） 

（４，８０

０） 

第４ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円未満 

１２，２００ 

（９，７０

０） 

９，１００ 

（６，６０

０） 

８，６００ 

（６，１０

０） 

第５ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額４８，６００円以上

５８，８００円未満 

１５，６００ 

（１３，１０

０） 

１１，７０

０ 

（９，２０

０） 

１０，８００ 

（８，３０

０） 

第６ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額５８，８００円以上

９７，０００円未満 

２６，４００ 

（２３，９０

０） 

１９，３０

０ 

（１６，８

００） 

１６，８００ 

（１４，３０

０） 

第７ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額９７，０００円以上

１３３，０００円未満 

３５，９００ 

（３３，４０

０） 

２５，００

０ 

（２２，５

００） 

２０，８００ 

（１８，３０

０） 

第８ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１３３，０００円以

上１６９，０００円未満 

４１，９００ 

（３９，４０

０） 

２７，３０

０ 

（２４，８

００） 

２２，６００ 

（２０，１０

０） 

第９ 市町村民税所得割課税世帯 

課税額１６９，０００円以

上２３５，０００円未満 

４７，６００ 

（４５，１０

０） 

２９，８０

０ 

（２７，３

００） 

２５，０００ 

（２２，５０

０） 

第１

０ 

市町村民税所得割課税世帯 

課税額２３５，０００円以

上３０１，０００円未満 

５２，０００ 

（４９，５０

０） 

３１，９０

０ 

（２９，４

００） 

２５，８００ 

（２３，３０

０） 

第１

１ 

市町村民税所得割課税世帯 

課税額３０１，０００円以

５８，５００ 

（５６，００

３３，１０

０ 

２６，６００ 

（２４，１０



上 ０） （３０，６

００） 

０） 

３ （略） 

備考 （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を

定める条例別表の規定は、令和元年１０月分として徴収する利用者負担額から適用

し、同年９月分以前の月分として徴収する利用者負担額については、なお従前の例

による。 

（こども未来部保育幼稚園課） 


